
長崎県障害福祉関係社会福祉施設整備費補助金実施要綱

(趣旨)

第１条 長崎県障害福祉関係社会福祉施設整備費補助金（以下「整備費補助金」という。）は、

障害者福祉の向上を図るため、予算の定めるところにより、「障害者の日常生活及び社会生活

を総合的に支援するための法律」（平成 17年法律第 123号。以下「障害者総合支援法」とい

う。）、「児童福祉法」（昭和 22年法律第 164号）等の規定に基づき、社会福祉法人等が整

備する施設整備に要する費用の一部を交付するものとし、その交付については、長崎県補助金

等交付規則(昭和 40 年長崎県規則第 16 号。以下「規則」という。)、長崎県福祉保健部関係

補助金等交付要綱(平成19年３月 30日長崎県告示第 460号の 9)及びこの要綱の定めるとこ

ろによる。

(補助の対象経費等)

第２条 整備費補助金の交付の対象となる経費は、別表１の第１欄に掲げる社会福祉施設の施設

整備に要する経費であって、別表２の第３欄に定める経費とする。

２ 整備費補助金は、次の各号に掲げる費用については、補助の対象としないものとする。

(1) 土地の買収又は整地に要する費用

(2) 職員の宿舎の整備に要する費用

(3) その他整備費として適当と認められない費用

３ 施設（建物）が自己所有ではなく、賃貸物件の整備は交付対象外となる。ただし、厚生労働

省及びこども家庭庁が認める整備についてはこの限りではない。

(補助の額)

第３条 整備費補助金の額は、別表１の第１欄に定める施設ごとに、次により算出するものとす

る。

ただし、千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

ア 工事請負契約等を締結する単位ごとに、前条に定める対象経費の実支出額の合計額と総事

業費から寄付金その他の収入額（社会福祉法人等の場合は、寄付金収入額を除く）を控除し

た額とを比較して、いずれか少ない方の額を選定する。

イ 別表１の第１欄に定める施設の種類ごとに別表２の第１欄に定める種目ごとに第２欄よ

り算出した基準額の合計額を算出する。

ウ アにより選定された額に別表１の第４欄に定める補助率を乗じて得た額と、イにより算出

した額とを比較していずれか少ない方の額の範囲内の額を補助額とする。

(申請書に添付すべき書類)

第４条 規則第４条の規定により申請書に添付すべき書類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 申請額算出内訳(様式第１号)

(2) 事業計画書(様式第２号)

(3) 誓約書（様式第２の２号）

(4) 整備費補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)に係る収支予算書又はこれに



代わる書類

２ 申請書の提出期限は、別に定めるところによるものとする。

３ 第１項の申請書を提出するに当たって、各事業主体において当該補助金中の仕入れに係る消

費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法

(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当

該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合

計額に補助率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合に

は、これを減額して申請しなければならない。ただし、当該補助金中の仕入れに係る消費税等

相当額が明らかでない事業主体については、この限りではない。

(補助の条件)

第５条 規則第６条第１項の規定による条件は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 補助事業に係る契約手続き等については、知事が別に定めるところにより行わなければ

ならないこと。

(2) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても、

善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない

こと。

  なお、知事の承認を受けて財産を処分することにより、収入があった場合には、その収入の

全部又は一部を県に納付させることがある。

(3) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び関係書類を作成するとともに、事

業に係る歳入及び歳出について証拠書類を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理

し、当該帳簿及び関係書類を補助金の額の確定の日 (事業の中止又は廃止の承認を受けた場

合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後５年間保管しておかなければならないこ

と。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事

業により取得し、又は効用の増加した価格が単価 30 万円以上の財産がある場合は、前記の

期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は補助金等に係る予算の執行の適正化

に関する法律施行令（昭和 30年政令第 255号）第 14条第１項第２号の規定により厚生労

働大臣又はこども家庭庁長官が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管し

ておかなければならない。

(4) 補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供

を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。

(5) 整備費補助金の交付と対象経費を重複して、お年玉付郵便葉書等寄付金配分金並びに公

益財団法人 JKA若しくは公益財団法人日本財団の補助金の交付を受けてはならない。

(6) 長崎県福祉サービス第三者評価の対象となる施設で補助を受けようとするものは、補助

協議を行う年度を含めて過去３カ年に福祉サービス第三者評価を受審していなければなら

ない。また、受審していない場合にあっては、「福祉サービス第三者評価受審計画書」(様式

第 10 号)を提出しなければならない。ただし、補助額が 300 万円に満たない場合、災害復

旧費等臨時的措置による補助及び民間公益団体の補助については、この限りでない。

(7) 補助事業を行うにあたり、次のアからウに掲げる者と契約を締結しないこと。

ア 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第



２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）

イ 暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）

ウ 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者その他知事が認めるもの

(申請の取下げのできる期限)

第６条 規則第８条第１項の規定により申請の取下げをすることができる期限は、整備費補助金

の交付の決定の通知を受けた日から 15日を経過した日とする。

(事前着手)

第７条 補助事業の着手時期は、原則として交付決定のあった日以降でなければならない。ただ

し、事業の円滑な実施を図るうえで、交付決定前に着手する場合にあっては、あらかじめ、知

事に事前着手届（様式第３号の２）を提出し、その同意を得て事業着手することができるもの

とする。

  ただし書きにより交付決定前に着手する場合において、補助対象者は、交付決定まで

のあらゆる損失等に対し自ら責任を負うものとする。

(状況報告等)

第８条 規則第 11条第１項の規定による報告は、次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 補助事業に係る工事に着手したときは、着手した日から７日以内に工事着手報告書(様式

第３号)を提出すること。

(2) 12 月末日現在における工事の状況について、翌年１月 10 日までに工事進捗状況報告書

(様式第４号)を提出すること。

(3) 補助事業に係る工事が完了したときは、完了の日から７日以内に竣工届(様式第５号)を提

出すること。

(軽微な変更)

第９条 規則第 11 条第２項第１号の規定により知事が定める軽微な変更は、次の各号に掲げる

変更以外の変更とする。

(1) 建物の規模又は構造の変更(施設の機能を著しく変更しない程度の軽微な変更を除く。)

(2) 建物の用途の変更

(3) 入所定員又は利用定員の変更

(実績報告)

第 10 条 規則第 13 条第１項の規定による実績報告書の提出期限は、事業の完了した日から起

算して 30 日を経過した日又は当該事業完了日の属する年度の翌年度の４月５日のいずれか早

い日とする。ただし、同項後段の規定により提出する場合にあっては、翌年度の４月 10 日と

する。

２ 規則第 13 条第１項前段の規定による実績報告書に添付する書類は、次の各号に掲げるとお

りとする。

(1) 精算額算出内訳(様式第６号)



(2) 事業実績報告書(様式第７号)

(3) 歳入歳出決算見込書抄本

３ 規則第 13条第１項後段の規定による実績報告書に添付する書類は、年度実績報告書(様式第

８号)とする。

４ 第４条第３項ただし書の規定により交付の申請をし、第１項の実績報告書を提出するに当た

って当該補助金中の仕入れに係る消費税等相当金額が明らかになった場合には、これを補助金

額から減額して報告しなければならない。

５ 第４条第３項ただし書の規定により交付の申請をし、第１項の実績報告を提出した後におい

て、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金中の仕入れに係る消費税等相当額が確定し

た場合（仕入控除税額０円の場合を含む。）には、その金額(前項の規定により減額した各事

業主体については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を消費税及び地方消費税に係る

仕入控除税額報告書(様式第 9号)により速やかに、遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌

々年度６月３０日までに知事に報告しなければならない。

なお、社会福祉法人等が全国的に事業を展開する組織の一支部又は一支社及び一支所等であっ

て、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部又は本社及び本所等で消費税及び地方消

費税の申告を行っている場合には、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。

６ 知事は、前項の報告があった結果、補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合に

は、当該消費税等相当額の返還を命ずる。

(整備費補助金の交付)

第 11 条 整備費補助金は、概算払の方法により交付できるものとし、この場合において、規則

第 16 条第２項において準用する同条第１項の別に定める概算払に必要な書類は、次のとおり

とする。

(1) 概算払請求書（様式第 11号）

(2) 請求内訳書（様式第 12号）

(財産の処分の制限)

第 12 条 規則第 20 条ただし書に規定する別に定める期間については、補助事業により取得し

た財産の処分制限期間(昭和20年厚生労働省告示第384号)中補助金等欄の社会福祉施設整備

補助金の例による。

(書類の提出部数)

第 13条 規則及びこの要綱の規定により知事に提出する書類の部数は、各２部とする。ただし、

電子メール等による提出を認めるものについてはこの限りではない。

附 則

１ この要綱は、平成 18年度の予算に係る補助金から適用する。

２ この要綱は、平成 19年度の予算に係る補助金から適用する。

３ この要綱は、平成 20年度の予算に係る補助金から適用する。

４ この要綱は、平成 21年度の予算に係る補助金から適用する。



５ この要綱は、平成 22年度の予算に係る補助金から適用する。

６ この要綱は、平成 23年度の予算に係る補助金から適用する。

７ この要綱は、平成 24年度の予算に係る補助金から適用する。

８ この要綱は、平成 25年度の予算に係る補助金から適用する。

９ この要綱は、平成 26年度の予算に係る補助金から適用する。

１０ この要綱は、平成27年度の予算に係る補助金から適用する。

１１ この要綱は、平成27年度の予算に係る補助金から適用する。

１２ この要綱は、平成28年度の予算に係る補助金から適用する。

１３ この要綱は、平成29年度の予算に係る補助金から適用する。

１４ この要綱は、平成30年度の予算に係る補助金から適用する。

１５ この要綱は、令和元年度の予算に係る補助金から適用する。

１６ この要綱は、令和２年度の予算に係る補助金から適用する。

１７ この要綱は、令和３年度の予算に係る補助金から適用する。

１８ この要綱は、令和４年度の予算に係る補助金から適用する。

１９ この要綱は、令和５年度の予算に係る補助金から適用する。

２０ この要綱は、令和６年度の予算に係る補助金から適用する。

２１ この要綱は、令和７年度の予算に係る補助金から適用する。



別表１(第2条、第3条関係)                                                     

1 施設の種類 2 設置根拠等 3設置者 4 補助率

障害福祉サービス事業所

（療養介護を除く。）

障害者総合支援法第

79条第2項

障害者総合支援法第 79 条第２項
に基づき事業を実施する法人（社

会福祉法人、医療法人、日本赤十

字社、公益社団法人、一般社団法

人、公益財団法人、一般財団法人、

ＮＰＯ法人又は営利法人等。以下

「社会福祉法人等」という。)

3／4以内

障害福祉サービス事業所

（療養介護に限る。）

障害者総合支援法第

79条第2項

社会福祉法人等 3／4以内

障害者支援施設 障害者総合支援法第

83条第4項
地方税法(昭和25年法律第226

号)第348条第２項第10の４号

及び第10の６号の規定により

固定資産税を課されないこと

とされている法人（社会福祉

法人、日本赤十字社、公益社

団法人、又は公益財団法人等。

医療法人を除く。）

3／4以内

身体障害者社会参加支援施設 身体障害者福祉法

(昭和24年法律第283

号)第28条第3項

社会福祉法人 3／4以内

短期入所事業所、

共同生活援助事業所

障害者総合支援法第

5条第8項及び同条

第15項

社会福祉法人等 3／4以内

障害児入所施設 児童福祉法第35条第

4項

社会福祉法人又は日本赤十字

社若しくは公益社団法人又は

公益財団法人

3／4以内

児童発達支援センター 児童福祉法第35条第

4項

社会福祉法人等 3／4以内

児童発達支援事業所、放課後等デ

イサービス事業所

児童福祉法第34条の

3第2項

社会福祉法人等 3／4以内

居宅訪問型児童発達支援事業所、

保育所等訪問支援事業所、障害児

相談支援事業所

児童福祉法第34条の

3第2項

社会福祉法人等 3／4以内



福祉ホーム 障害者総合支援法第

79条第2項

社会福祉法人等
3／4以内

応急仮設施設 平成17年10月5日社

援発第1005010号厚

生省社会・援護局長

通知「社会福祉施設

等における応急仮設

施設整備及び設備整

備の国庫補助の取扱

いについて」

本表中の施設の種類ごとに定

められている設置者
3／4以内

その他の施設 知事が特に必要と認

めるもの

社会福祉法人又は日本赤十字

社

3／4以内



別表２(第2条、第3条関係)

１ 種目 ２ 基準額 ３ 対象経費

本体工事費   １施設当たり基準単価を適用する場合

    別表３に掲げる１施設あたり基準単価を

基準額とする。

  大規模修繕等及びその他の特別な工事費

については、知事が必要と認めた施設及び額

とする。

施設の整備（施設の整備と一

体的に整備されるものであって、

知事が必要と認めた整備を含む )

に必要な工事費又は工事請負費

（第2条第2項に定める費用を除

く。）及び工事事務費（工事施

工のため直接必要な事務に要す

る費用であって、旅費、消耗品

費、通信運搬費、印刷製本費及

び設計監督料等をいい、その額

は、工事費又は工事請負費の2.6

％に相当する額を限度額とする。

以下同じ）

ただし、別の負担（補助）金、

若しくは、この区分と別の区分

又はこの種目とは別の種目にお

いて別途補助対象とする費用を

除き（以下同じ）、工事費又は

工事請負費には、これと同等と

認められる委託費、分担金及び

適当と認められる購入費等を含

む（以下同じ。）。

解体撤去工

事費及び仮

設施設整備

工事費

  知事が必要と認めた施設及び額とする。 解体撤去に必要な工事費又は

工事請負費及び仮設施設整備に

必要な賃借料、工事費又は工事

請負費

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設

備等工事費

（既存施設）

知事が必要と認めた施設及び額とする。 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備等に必要な工事

費又は工事請負費



別表３

１事業（１施設）当たりの補助基準単価
（単位：円）

補助基準額

生活介護 64,500,000

自立訓練 130,200,000

就労移行支援 217,500,000

就労継続支援 305,500,000

393,700,000

480,800,000

569,100,000

52,000,000

105,000,000

175,800,000

247,700,000

318,200,000

390,000,000

460,800,000

49,800,000

164,100,000

13,500,000

15,700,000

11,100,000

7,470,000

43,200,000

療養介護 117,600,000

236,200,000

393,600,000

554,100,000

713,000,000

871,700,000

1,030,600,000

　　　　　　　　121人以上

　　　　　　　　101人 ～120人

　　　　　　　　121人以上

就労・訓練事業等整備加算

大規模生産設備等整備加算

短期入所整備加算

発達障害者支援センター整備加算

事業（施設）の種類

本体（日中
活動部分）

利用定員　  20人 以下

　　　　　　　　21人　～ 40人

　　　　　　　　41人　～ 60人

　　　　　　　　61人　～ 80人

　　　　　　　　81人　～100人

　　　　　　　　101人 ～120人

施設入所
支援整備
加算及び
本体（宿泊
型自立訓
練）

利用定員　  20人 以下

　　　　　　　　21人　～ 40人

　　　　　　　　41人　～ 60人

　　　　　　　　61人　～ 80人

　　　　　　　　81人　～100人

就労定着支援、自立生活援助、相談支援整備加算

居宅介護整備加算

避難スペース整備加算

本体

利用定員　  20人 以下

　　　　　　　　21人　～ 40人

　　　　　　　　41人　～ 60人

　　　　　　　　61人　～ 80人

　　　　　　　　81人　～100人

　　　　　　　　101人 ～120人

　　　　　　　　121人以上
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49,800,000

164,100,000

13,500,000

15,700,000

11,100,000

7,470,000

43,200,000

共同生活援助 30,600,000

13,500,000

2,430,000

11,100,000

7,470,000

43,200,000

福祉型障害児入所施設 本体 利用定員　  20人 以下 都市部 123,508,000

医療型障害児入所施設 標準 117,628,000

　　　　　　　　21人　～ 40人 都市部 248,044,000

標準 236,233,000

　　　　　　　　41人　～ 60人 都市部 413,536,000

標準 393,844,000

　　　　　　　　61人　～ 80人 都市部 581,971,000

標準 554,259,000

　　　　　　　　81人　～100人 都市部 748,870,000

標準 713,211,000

　　　　　　　　101人 ～120人 都市部 915,513,000

標準 871,918,000

　　　　　　　　121人以上 都市部 1,082,286,000

標準 1,030,749,000

都市部 52,347,000

標準 49,855,000

都市部 172,402,000

標準 164,193,000

都市部 14,206,000

標準 13,530,000

発達障害者支援センター整備加算

就労定着支援、自立生活援助、相談支援整備加算

居宅介護整備加算

避難スペース整備加算

就労・訓練事業等整備加算

大規模生産設備等整備加算

短期入所整備加算

本体

定員4人～10人

短期入所整備加算

エレベーター等設置整備加算

訓練事業等整備加算

就労定着支援、自立生活援助、相談支援整備加算

居宅介護整備加算

避難スペース整備加算

大規模訓練設備等整備加算

短期入所整備加算
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都市部 16,510,000

標準 15,724,000

都市部 11,799,000

標準 11,238,000

都市部 7,857,000

標準 7,483,000

都市部 25,341,000

標準 24,135,000

都市部 45,562,000

標準 43,393,000

児童発達支援センター 本体 都市部 67,962,000

児童発達支援事業所 標準 64,726,000

放課後等デイサービス事業所 都市部 136,819,000

標準 130,305,000

都市部 228,460,000

標準 217,582,000

都市部 320,998,000

標準 305,713,000

都市部 413,536,000

標準 393,844,000

都市部 504,921,000

標準 480,877,000

都市部 597,714,000

標準 569,251,000

都市部 52,345,000

標準 49,854,000

都市部 172,402,000

標準 164,193,000

都市部 14,206,000

標準 13,530,000

都市部 16,510,000

標準 15,724,000

都市部 11,799,000

標準 11,238,000

利用定員　  20人 以下

　　　　　　　　21人　～ 40人

　　　　　　　　41人　～ 60人

小規模グループケア整備加算

避難スペース整備加算

居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支
援整備加算

発達障害者支援センター整備加算

障害児相談支援整備加算

訓練事業等整備加算

大規模訓練設備等整備加算

短期入所整備加算

発達障害者支援センター整備加算

　　　　　　　　61人　～ 80人

　　　　　　　　81人　～100人

　　　　　　　　101人 ～120人

　　　　　　　　121人以上

障害児相談支援整備加算
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都市部 7,857,000

標準 7,483,000

都市部 45,562,000

標準 43,393,000

都市部 34,044,000

標準 32,424,000

32,300,000

短期入所（短期入所のみの整備の場合） 16,300,000

11,100,000

都市部 11,799,000

標準 11,238,000

7,470,000

都市部 7,857,000

標準 7,483,000

都市部 45,562,000

標準 43,393,000

43,200,000

補装具製作施設 16,300,000

盲導犬訓練施設 203,500,000

点字図書館 55,800,000

聴覚障害者情報提供施設 75,400,000

備考

　 １　本体単価と各種加算の合計額を基準額とする。

　 ２　都市部とは中核市（地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の22第１項に規

　 定する中核市をいう。）の区域をいう。標準とは都市部以外の区域をいう。

 　３　短期入所の利用定員が２人以下の場合には、「短期入所整備加算」または「短期

　 入所（短期 入所のみの整備の場合）」に２分の１を乗じた額を基準額とする。

 　４　障害福祉サービス事業と障害児通所支援事業等との多機能型事業所における交付額の

　 算定方法については、「次世代育成支援対策施設整備交付金及び社会福祉施設等施設整備費

　 補助金における障害福祉サービス事業と障害児通所支援事業等との多機能型事業所の交付額の

　 算定方法について」（令和５年８月２２日付こども家庭庁成育局参事官（事業調整担当）・厚生労働省

　 社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知）に基づく。

居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援（各事業のみの整備の場
合）

避難スペース整備（避難ス
ペースのみの整備の場合）

別表１のうち児童福祉法に基づく施設

別表１のうち上記以外の施設

就労定着支援、自立生活援助、相談支援（各事業のみの整備の場合）

居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支
援整備加算

避難スペース整備加算

増築整備（既存施設の現
在定員の増員）

別表１のうち児童福祉法に基づく施設

別表１のうち上記以外の施設

障害児相談支援（各事業のみの整備の場合）

居宅介護（居宅介護のみの整備の場合）


